
道の駅「しょうない」の登録証伝達式を行います 

庄内地区の国道 47 号沿いで初の道の駅が登録されました！ 

記者発表資料 平成２８年５月２３日 

酒田河川国道事務所 

庄 内 町 

■登録証伝達式

１．日時 ：平成２８年 ５月 ２６日（木） １０：００～ 

２．場所 ：庄内町余目字町１３２－１（庄内町役場 西庁舎２階会議室） 

３．内容 ：道の駅「しょうない」登録証伝達 

 道の駅「しょうない」概要説明 

庄内町の道の駅「しょうない」が、平成２８年５月１０日に山形県内で１９番目、庄内

地区では５番目となる「道の駅」として登録されました。庄内地区での「道の駅」登録は

平成１１年の道の駅「庄内みかわ」から１７年ぶりで、庄内地区の国道４７号沿いにおい

ては初となります。 

 「道の駅」の登録証は国土交通省道路局長が交付するもので、今回は酒田河川国道事務

所長より、申請者である庄内町長へ伝達します。 

《 発表記者会 》 

酒田記者クラブ、鶴岡記者会、エフエム山形、酒田エフエム、コミュニティ新聞 

【問い合わせ先】 

○国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所   電話(代表)0234-27-3331 
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○庄内町 農林課
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 電話(直通)0234-42-0165 

農林課 課長補佐    佐藤
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 電話(直通)0234-43-0302 



 
  

道の駅 登録年月日 

国道１１２号 月山 H５.４.２２ 

国道７号 あつみ H５.４.２２ 

国道７号 鳥海 H９.４.１１ 

一般県道 鶴岡広野線 庄内みかわ H１１.８.２７ 

国道４７号 しょうない H２８.５.１０ 

庄内地区の道の駅一覧 

平成２８年５月 東北「道の駅」新規登録箇所(山形県) 



 
 
 

 

 

 

道の駅「しょうない」 

◆路 線 名：一般国道 47号 

◆所在地：山形県
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◆面積および施設等 

・面積：８，８８１㎡ 

・施設：駐車場６７台・トイレ１７器（２４時間使用可能）、農産物直売所、 

農村レストラン、休憩室、道路・災害情報コーナー、地域情報コーナー 

・整備手法：単独型 

◆オープン予定：Ｈ２８年度  

◆特徴 

・産直、農村レストランによる産業振興、雇用の場確保、ひとり暮らしの高齢者のため 

の見守りネットワークづくりで地域振興と福祉の拠点 

・庄内地域のゲートウェイとして地域全体の観光案内と特産物販売、町内着地型観光 

推進のためのガイド事業で交流人口拡大 

・一般国道 47 号の休憩施設であると共に、この 10 年間で災害により 17 回の全面通行

止めもあり、緊急時の防災拠点として位置づけ 
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